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中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の 

改善及び必要な方策等について」（答申）での主な指摘事項について 

 
【指導要録について】 

 

○ 観点別評価については、目標に準拠した評価の実質化や、教科・校種を超えた共通理 
 解に基づく組織的な取組を促す観点から、小・中・高等学校の各教科を通じて、「知 
 識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理するこ 
 ととし、指導要録の様式を改善することが必要。 
○ 高等学校教育においても、指導要録の様式の改善などを通じて評価の観点を明確に 
 し、観点別学習状況の評価を更に普及させていく必要がある。 
【評価の手順について】 

○ これらの（３つの）観点については、毎回の授業で全てを見取るのではなく、単元や 
 題材を通じたまとまりの中で、学習・指導内容と評価の場面を適切に組み立てていくこ 
 とが重要。 
○ 学習評価の工夫改善に関する参考資料についても、詳細な基準ではなく、資質・能力 
 を基に再整理された学習指導要領を手掛かりに、教員が評価規準を作成し見取っていく 
 ために必要な手順を示すものとなることが望ましい。そうした参考資料の中で、各教科 
 等における学びの過程と評価の場面との関係性も明確にできるよう工夫することや、複 
 数の観点を一体的に見取ることも考えられることなどが示されることが求められる。 
【評価方法について】 

（多面的・多角的な評価） 

○ 資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一体化 
 を図る中で、論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等といっ 
 た多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの結 
 果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である。 
（主体的に学習に取り組む態度） 

○ 単元や題材を通じたまとまりの中で、子供が学習の見通しを持って学習に取り組み、 
 その学習を振り返る場面を適切に設定することが必要となる。 
○ 「主体的に学習に取り組む態度」については、子供たちが自ら学習の目標を持ち、進 
 め方を見直しながら学習を進め、その過程を評価して新たな学習につなげるといった、 
 学習に関する自己調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表 
 現しようとしたりしているかどうかという、意思的な側面を捉えて評価することが求め 
 られる。 
（個人内評価） 

○ 観点別学習状況の評価には十分示しきれない、児童生徒一人一人のよい点や可能性、進 
 歩の状況等については、日々の教育活動や総合所見等を通じて積極的に子供に伝えるこ 
 とが重要 
（形成的評価）  

○ 一人一人の学びの多様性に応じて、学習の過程における形成的な評価を行い、子供た 
 ちの資質・能力がどのように伸びているかを、例えば、日々の記録やポートフォリオな 
 どを通じて、子供たち自身が把握できるようにしていくことも考えられる。 
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 中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の 学習指導要領 

等の改善及び必要な方策等について」（答申）抜粋 

 

第１部 第９章 何が身に付いたか―学習評価の充実― 

１．学習評価の意義等 
○ 学習評価は、学校における教育活動に関し、子供たちの学習状況を評価するものである。   
 「子供たちにどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教員が指導 
 の改善を図るとともに、子供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうこと 
 ができるようにするためには、この学習評価の在り方が極めて重要であり、教育課程や学 
 習・指導方法の改善と一貫性を持った形で改善を進めることが求められる。 
○ 子供たちの学習状況を評価するために、教員は、個々の授業のねらいをどこまでどのよ 
 うに達成したかだけではなく、子供たち一人一人が、前の学びからどのように成長してい 
 るか、より深い学びに向かっているかどうかを捉えていくことが必要である。 
○ また、学習評価については、子供の学びの評価にとどまらず、「カリキュラム・マネジ 
 メント」の中で、教育課程や学習・指導方法の評価と結び付け、子供たちの学びに関わる 
 学習評価の改善を、更に教育課程や学習・指導の改善に発展・展開させ、授業改善及び組 
 織運営の改善に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けていくことが必要である。 
 
２．評価の三つの観点 
○ 現在、各教科について、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」 と、総 
 括的に捉える「評定」とを、学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するこ 
 とが明確にされている。評価の観点については、従来の４観点の枠組みを踏まえつつ、学 
 校教育法第３０条第２項 が定める学校教育において重視すべき三要素（「知識・技能」「思 
 考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」）を踏まえて再整理され、現在、 
 「知識・理解」「技能」「思考・判断・表現」「関心・意欲・態度」の四つの観点が設定さ 
 れているところである。 
○ 今回の改訂においては、全ての教科等において、教育目標や内容を、資質・能力の三つ 
 の柱に基づき再整理することとしている。これは、資質・能力の育成を目指して「目標に 
 準拠した評価」を実質化するための取組でもある。 
○ 今後、小・中学校を中心に定着してきたこれまでの学習評価の成果を踏まえつつ、目標 
 に準拠した評価を更に進めていくため、こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて、観 
 点別評価については、目標に準拠した評価の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基 
 づく組織的な取組を促す観点から、小・中・高等学校の各教科を通じて 、「知識 ・技能」 
 「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理することとし、指 
 導要録の様式を改善することが必要である。 
○ その際、「学びに向かう力・人間性等」に示された資質・能力には、感性や思いやりな 
 ど幅広いものが含まれるが、これらは観点別学習状況の評価になじむものではないこと 
 から、評価の観点としては学校教育法に示された「主体的に学習に取り組む態度」として 
 設定し、感性や思いやり等については観点別学習状況の評価の対象外とする必要がある。 
○ すなわち、「主体的に学習に取り組む態度」と、資質・能力の柱である「学びに向かう 
 力・人間性」の関係については、「学びに向かう力・人間性」には①「主体的に学習に取 
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 り組む態度」として観点別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができ 
 る部分と、②観点別評価や評定にはなじまず、こうした評価では示しきれないことから個 
 人内評価（個人のよい点や可能性、進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分が 
 あることに留意する必要がある。 
○ これらの観点については、毎回の授業で全てを見取るのではなく、単元や題材を通じた 
 まとまりの中で、学習・指導内容と評価の場面を適切に組み立てていくことが重要である。 
○ なお、観点別学習状況の評価には十分示しきれない、児童生徒一人一人のよい点や可能 
 性、進歩の状況等については、日々の教育活動や総合所見等を通じて積極的に子供に伝え 
 ることが重要である。 
３．評価に当たっての留意点等 
○ 「目標に準拠した評価」の趣旨からは、評価の観点については、学習指導要領における 
 各教科等の指導内容が資質・能力を基に構造的に整理されることにより明確化される。今 
 般、中央教育審議会においては、第３章２．（４）において述べたように、学習評価につ 
 いて学習指導要領の改訂を終えた後に検討するのではなく、本答申において、学習指導要 
 領等の在り方と一体として考え方をまとめることとした。指導要録の改善・充実や多様な 
 評価の充実・普及など、今後の専門的な検討については、本答申の考え方を前提として、 
 それを実現するためのものとして行われることが求められる。 
○ 学習指導要領改訂を受けて作成される、学習評価の工夫改善に関する参考資料につい 
 ても、詳細な基準ではなく、資質・能力を基に再整理された学習指導要領を手掛かりに、 
 教員が評価規準を作成し見取っていくために必要な手順を示すものとなることが望まし 
 い。そうした参考資料の中で、各教科等における学びの過程と評価の場面との関係性も明 
 確にできるよう工夫することや、複数の観点を一体的に見取ることも考えられることな 
 どが示されることが求められる。 
○ 評価の観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」については、学習前の診断的評価の 
 みで判断したり、挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりするも 
 のではない。子供たちが自ら学習の目標を持ち、進め方を見直しながら学習を進め、その 
 過程を評価して新たな学習につなげるといった、学習に関する自己調整を行いながら、粘 
 り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しようとしたりしているかどうかという、 
 意思的な側面を捉えて評価することが求められる。 
○ このことは現行の「関心・意欲・態度」の観点についても本来は同じ趣旨であるが、上 
 述の挙手の回数やノートの取り方など、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面 
 を捉える評価であるような誤解が払拭し切れていないのではないか、という問題点が長 
 年指摘され現在に至ることから、「関心・意欲・態度」を改め「主体的に学習に取り組む 
 態度」としたものである。こうした趣旨に沿った評価が行われるよう、単元や題材を通じ 
 たまとまりの中で、子供が学習の見通しを持って学習に取り組み、その学習を振り返る場 
 面を適切に設定することが必要となる。 
○ こうした姿を見取るためには、子供たちが主体的に学習に取り組む場面を設定してい 
 く必要があり、「アクティブ・ラーニング」の視点からの学習・指導方法の改善が欠かせ 
 ない。また、学校全体で評価の改善に組織的に取り組む体制づくりも必要となる。 
○ なお、こうした観点別学習状況の評価については、小・中学校と高等学校とでは取組に 
 差があり、高等学校では、知識量のみを問うペーパーテストの結果や、特定の活動の結果 
 などのみに偏重した評価が行われているのではないかとの懸念も示されているところで 
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 ある。義務教育までにバランス良く培われた資質・能力を、高等学校教育を通じて更に発 
 展・向上させることができるよう、高等学校教育においても、指導要録の様式の改善など 
 を通じて評価の観点を明確にし、観点別学習状況の評価を更に普及させていく必要があ 
 る。 
○ また、資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一 
 体化を図る中で、論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等とい 
 った多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの 
 結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行っていくことが必要である。さらには、 
 総括的な評価のみならず、一人一人の学びの多様性に応じて、学習の過程における形成的 
 な評価を行い、子供たちの資質・能力がどのように伸びているかを、例えば、日々の記録 
 やポートフォリオなどを通じて、子供たち自身が把握できるようにしていくことも考え 
 られる。 
○ また、子供一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりで 
 きるようにすることが重要である。そのため、子供たちが自己評価を行うことを、教科等 
 の特質に応じて学習活動の一つとして位置付けることが適当である。例えば、特別活動 
 （学級活動・ホームルーム活動）を中核としつつ、「キャリア・パスポート（仮称）」など 
 を活用して、子供たちが自己評価を行うことを位置付けることなどが考えられる。その際、 
 教員が対話的に関わることで、自己評価に関する学習活動を深めていくことが重要であ 
 る。 
○ こうした評価を行う中で、教員には、子供たちが行っている学習にどのような価値があ 
 るのかを認め、子供自身にもその意味に気付かせていくことが求められる。そのためには、 
 教員が学習評価の質を高めることができる環境づくりが必要である。教員一人一人が、子 
 供たちの学習の質を捉えることのできる目を培っていくことができるよう、研修の充実 
 等を図っていく必要がある。特に、高等学校については、義務教育までにバランス良く培 
 われた資質・能力を、高等学校教育を通じて更に発展・向上させることができるよう、教 
 員の評価者としての能力の向上の機会を充実させることなどが重要である。 
○ 加えて、知識の理解の質を高めるという次期学習指導要領等の趣旨を踏まえ、高等学校 
 入学者選抜、大学入学者選抜の質的改善が図られるようにする必要がある。 
 
 
 



学習評価の改善に関する今後の検討の方向性

（出典）「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」

（平成28年12月21日）補足資料 P445
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小学校学習指導要領 ＜改訂後＞
第２章 各 教 科
第１節 国 語
第１ 目 標

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切
に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよ
うにする。 【知識及び技能】

(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を
養う。 【思考力，判断力，表現力等】

(3) 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，
国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。【学びに向かう力，人間性等】

学習指導要領（平成29年3月31日公示）における「目標」及び「内容」の構成

小学校学習指導要領 ＜現行＞
第２章 各 教 科
第１節 国 語
第１ 目 標

国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合う力
を高めるとともに，思考力や想像力及び言語感覚を養い，国語に
対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。

目 標

内 容

中学校学習指導要領 ＜改訂後＞
第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年〕
２ 内 容

Ａ 数と式
(1) 正の数と負の数について，数学的活動を通して，次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。【知識及び技能】
(ｱ) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
(ｲ) 正の数と負の数の四則計算をすること。
(ｳ) 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
【思考力，判断力，表現力等】

(ｱ) 算数で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算
の方法を考察し表現すること。

(ｲ) 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。

中学校学習指導要領 ＜現行＞
第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年〕
２ 内 容

Ａ 数と式
(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し，そ
の四則計算ができるようにするとともに，正の数と負の数を
用いて表現し考察することができるようにする。
ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と

負の数の四則計算の意味を理解すること。
ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理し

たりすること。

各教科等の「目標」「内容」の記述を、「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力の３つの柱で再整理

６


